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障がい者(児)福祉のしおり



　このしおりは、平成２１年7月を基準として、厚岸町にお住まい　

の障がいのある人やその家族などが利用できる制度・サービスを

とりあげ、その内容について記載したものです。

ついては、それぞれの手続き先にお問い合わせください。

　記載内容は最小限にとどめてあるほか、このしおり作成後に内容

が変わっている場合もありますので、各制度・サービスの詳細に



　口、目、耳、手、足、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能
などに日常生活を営むうえで永続的に障がいを有する人に交付され、障がいの種類
によって、視覚、聴覚、音声・言語、肢体不自由、内部障がいなどに分けられ、さ
らにその程度により１級から６級までに区分されます。
　この手帳の交付により、各種制度・サービスを利用することができます。たとえ
障がいがあっても、手帳を所有していなければこれらの制度・サービスを利用でき
ない場合があり、手帳はこれらの制度・サービスを受ける対象者であることの証明
となるものです。

　様々な原因によって、ものの名前を覚えたり、計算したり、筋道をたてて考えた
り、想像したりするなどの知的能力が年齢とともに進歩していかない、いわゆる知
的障がいを持つと判定された人や知的障がいを伴う自閉症など、精神面の発達障が
い、遅滞がある人に対して交付され、障がいの程度により「Ａ」（最重度、重
度）、「Ｂ」（中度、軽度）に区分されます。
　この手帳の交付により、一貫した指導・相談を行うとともに、各種制度・サービ
スを受けることができます。

厚岸町保健福祉総合センター　あみか２１

〒０８８－１１１９
厚岸郡厚岸町住の江１丁目２番地
電　話　０１５３－５３－３３３３
ＦＡＸ　０１５３－５３－３０７７

　統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神
病、その他の精神疾患を有する人のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生
活または社会生活への制約がある人に交付され、障がいの程度により１級から３級
までに区分されます。
　手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するものであり、この手帳の
交付により、各種制度・サービスを受けることができます。
　また、この手帳には２年間の有効期間があり、２年ごとに更新が必要です。

※　住所・氏名・その他の変更があるときは、手帳と印鑑を持って
　必ず下記へ届け出てください。

厚岸町役場厚岸町役場厚岸町役場厚岸町役場　　　　福祉課障害福祉係福祉課障害福祉係福祉課障害福祉係福祉課障害福祉係
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所 得 税所 得 税所 得 税所 得 税
・・・・

住 民 税住 民 税住 民 税住 民 税

控　除　等　の　内　容　・　対　象　者

身体障害者手帳３～６級
療育手帳「Ｂ」
精神障害者保健福祉手帳２、３級
のいずれかを所持している人

障害者控除

所得税　２７万円控除

同居特別障害
者扶養控除

所得税の場合
扶養控除・配偶者控除に

３５万円を加算

所
　
得
　
控
　
除

住民税の
非課税限度額

税　金　の　優　遇　措　置

項　　目

前年の合計所得金額が
１２５万円以下の場合は

非課税となります。

　同居の親族が特別障害者（上記
と同じ）の場合、扶養控除・配偶
者控除に加算

住民税　２６万円控除

特別障害者
控　　　除

身体障害者手帳１、２級
療育手帳「Ａ」
精神障害者保健福祉手帳１級
のいずれかを所持している人

所得税　４０万円控除

住民税　３０万円控除

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
のいずれかを所持している人
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住民税の場合
扶養控除・配偶者控除に

２３万円を加算

◆◆◆◆住宅住宅住宅住宅のバリアフリーのバリアフリーのバリアフリーのバリアフリー改修促進税制改修促進税制改修促進税制改修促進税制についてについてについてについて

　平成１９年４月１日から平成２５年１２月３１日までの間に、【５０歳以上の
人、介護保険の要介護認定・要支援認定を受けている人、身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する人など】が居住する住宅に
ついて一定の要件に該当するバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った
場合、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、住宅のバリアフリー改修促進
税制を選択することができ、所得税額の特別控除を受けることができます。
　詳しい要件や手続き方法などは、税務署または役場税財政課課税係へお問い合

※手帳を新規に交付された場合

　○給与所得者・・・毎年、年末調整時（１２月頃）に勤務先の担当者に
　　　　　　　　　　申告してください。
　○自己申告者・・・毎年、確定申告時（２月１６日～３月１５日）に税
　　　　　　　　　　務署に申告してください。

非課税となります。のいずれかを所持している人

◆◆◆◆各種障害者手帳各種障害者手帳各種障害者手帳各種障害者手帳をををを所持所持所持所持していないしていないしていないしていない６５６５６５６５歳以上歳以上歳以上歳以上のののの人人人人にににに対対対対するするするする
　　　　障害者控除対象者認定障害者控除対象者認定障害者控除対象者認定障害者控除対象者認定についてについてについてについて

　６５歳以上で各種障害者手帳を所持していない人でも、障害者手帳と同程度の
障がいがあるため、身体障がい者または知的障がい者に準ずる者として町長が認
定し『障害者控除対象者認定書』の交付を受けると障害者控除または特別障害者
控除の対象となります。
　詳しくは役場福祉課障害福祉係にお問い合わせください。
※あくまで障害者手帳を持っていない６５歳以上の人への認定ですので、障害者
　手帳をお持ちの人は、この認定を受ける必要はありません。

※すでに手帳を持っているが未申告の場合

　・随時申告してください。（所得税は税務署、住民税は役場税財政課
　　でそれぞれ申告してください。）
　・翌年からは、新規に交付された人と同じく、毎年申告してください。

　詳しい要件や手続き方法などは、税務署または役場税財政課課税係へお問い合
わせください。
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自動車税自動車税自動車税自動車税
・・・・

軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税
・・・・

自動車取得自動車取得自動車取得自動車取得
税税税税

　障がい者本人、障がい者と生計を同一にする人または障
がい者の常時介護者が所有し、もっぱらその障がい者の通
院などのために使用する自動車について、各税が減免され
ます。
　ただし、障がいの程度や自動車の使用状況などにより、
対象とならない場合があります。

　障がい者が営む事業で、控除前の事業所得とその他の所
得の合計金額が３１０万円以下の場合は、７，５００円減
免されます。

個人事業税個人事業税個人事業税個人事業税

　重度の視覚障がい者が、あんま・マッサージまたは指
圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を
行っている場合は、非課税となります。

項　　目

2222
自動車税・

自動車取得税は
釧路支庁自動車税係

軽自動車税は
税財政課課税係

控 除 ・ 減 免 の 内 容 ・ 対 象 者 手　続　先

釧路支庁事業税係

4444

相 続 税相 続 税相 続 税相 続 税

3333

釧路税務署

②特別障害者控除の場合（所得税・住民税と同じ）
　（７０歳－障がい者の年齢）×１２万円を７０歳まで毎
年税額から控除します。

①障害者控除の場合（所得税・住民税と同じ）
　（７０歳－障がい者の年齢）×６万円を７０歳まで毎年
税額から控除します。

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

　◎　役場税財政課課税係　０１５３－５２－３１３１（内線１３５～１３９番）

　◎　釧路支庁　　　　　　（釧路市浦見２丁目２番５４号）

　　　　　　自動車税係　　０１５４－４３－９１６４

　　　　　　事業税係　　　０１５４－４３－９１６１

　◎　釧路税務署　　　　　（釧路市幸町１０－３）

　　　　　　　　　　　　　０１５４－３１－５１００

税財政課課税係

固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税

5555
①６５歳以上の人
②介護保険法の要介護（支援）認定を受けている人
③身体障害者手帳所持者
④療育手帳所持者
⑤精神障害者保健福祉手帳所持者
　上記のいずれかに該当する人が居住する既存の住宅（賃
貸住宅は除く）について、平成１９年４月１日から平成２
２年３月３１日までの間に、一定の要件に該当するバリア
フリー改修工事を行った場合に、翌年度の課税額１／３を
減額します。
　ただし、この減免措置は１回限りです。
　また、改修後３ヵ月以内に手続き（申告）する必要があ
ります。
　対象となる工事の要件などの詳しいことは、お問い合わ
せください。

2222



　医療費が１割負担になりま
す。
　ただし、所得が一定以上ある
人は、３割負担となります。
　また、重度心身障害者医療費
助成制度の対象となる人は、１
割負担分（３割負担の方は２割
分）を重度医療で助成します。

　平成２０年４月から、
７５歳以上の人は全員後
期高齢者医療制度の対象
となりますが、６５～７
４歳の人でも次のいずれ
かに該当する場合は、後
期高齢者医療制度の対象
となります。

①身体障害者手帳１、２
　級及び３、４級の一部
②療育手帳「A」
③精神障害者保健福祉手
　帳１、２級
④障害年金受給者の一部

※後期高齢者医療制度へ
移らないこともできま
す。

内　　　容対　象　者

●課税世帯
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後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者
医療制度医療制度医療制度医療制度

医 療 費 ・ 通 院 交 通 費 な ど の 助 成 制 度

町民課保険医療係

または

湖南地区出張所

7777

重度心身障重度心身障重度心身障重度心身障

項　　目 手　続　先

①身体障害者手帳１、２
　級及び３級の一部（心
　臓・じん臓・呼吸器・
　ぼうこう・直腸・小腸
　・ヒト免疫不全ウイル
　スによる免疫の機能の
　障がいに該当）
②療育手帳「Ａ」

③精神障害者保険福祉手
帳１級所持者のいずれか
を所持する人

●課税世帯
　１割負担になります。

●非課税世帯
　初診時一部負担金のみ負担と
なります。

※ただし、所得制限がありま
す。

※なお、平成２０年１０月から
該当となる精神障害者保健福祉
手帳１級の対象者の場合、入院
での医療費助成は行いません。

　自己負担額の３割を助成しま
す。
（自己負担額が高額療養（医
療）費の負担限度額を超える場
合は、当該負担限度額の３割を
助成）

　精神疾患を持ち、その
精神障がいのために入院
治療を受けている人

精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者
医療費助成医療費助成医療費助成医療費助成

福祉課障害福祉係

8888

重度心身障重度心身障重度心身障重度心身障
害者医療費害者医療費害者医療費害者医療費
助助助助　　　　　　　　　　　　成成成成

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

　◎　役場町民課保険医療係　０１５３－５２－３１３１（内線１１７～１２０番）

3333

　◎　役場湖南地区出張所　　０１５３－５２－２１７５



項　　目 対　象　者 内　　　容 手　続　先

じんじんじんじん臓機能臓機能臓機能臓機能
障害者通院障害者通院障害者通院障害者通院
交通費助成交通費助成交通費助成交通費助成

11111111

◆精神通院
　精神疾患を持ち、そ

自立支援自立支援自立支援自立支援
医療費医療費医療費医療費のののの
給給給給　　　　　　　　付付付付

福祉課障害福祉係

9999

　じん臓機能障がいに
よる身体障害者手帳を
所持し、事情により町
外の医療機関で人工透
析療法を受けている人

10101010

　特定疾患の治療のた
めに町外の医療機関に
通院しなければならな
い人

　町外の医療機関で治療受ける場
合に、通院手段・回数に応じて交
通費・宿泊費の一部を助成しま
す。

特定疾患特定疾患特定疾患特定疾患
患 者 等患 者 等患 者 等患 者 等
援護旅費援護旅費援護旅費援護旅費
助助助助　　　　　　　　成成成成

　町外の医療機関で人工透析療法
を受ける場合に、通院距離・回数
に応じて交通費の一部を助成しま
す。
（北海道支給分と厚岸町支給分が
あり、道支給分は所得制限があり
ますが、町支給分は所得制限があ
りません。）

　　　　　　　　　　　　　子ども未来係　　０１５４－２２－１２３３

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

　◎　釧路保健福祉事務所（釧路保健所）　　（釧路市花園町８番６号）

　精神疾患を持ち、そ
の精神障がいのために
通院治療が必要な人

給給給給　　　　　　　　付付付付

◆更生医療
　身体障害者手帳を所
持し、治療により障が
いの程度が軽くなるこ
とが期待できる１８歳
以上の人

◆育成医療
　身体に障がいがあっ
たり、今ある疾患を放
置すると将来障がいに
なると認められ、確実
な治療効果が期待でき
る１８歳未満の人

　医療費が１割負担になります。
　ただし、世帯の所得状況などに
応じて、自己負担上限額が設けら
れます。

　自立支援医療費の給付は、指定
された医療機関での医療に限られ
ているほか、更生医療・育成医療
については、角膜移植術、人工関
節置換術、人工透析療法など、対
象となる医療が決められていま
す。

　詳しくは、各手続先または医療
機関にお問い合わせください。

釧路保健福祉事務所
（釧路保健所）
子ども未来係

4444



月額
●１級 　５０，７５０円
●２級 　３３，８００円

月額
●第１子
　４１，７２０円～９，８００円
まで、所得の額に応じて決定され
ます。
●第２子
　５，０００円、
●第３子以降
　１人につき３，０００円が加算
されます。

児童扶養児童扶養児童扶養児童扶養
手手手手　　　　　　　　当当当当

特別児童特別児童特別児童特別児童
扶養手当扶養手当扶養手当扶養手当

13131313

　２０歳未満の一定の
基準以上の障がいのあ
る児童を養育している
保護者に支給されま
す。
（所得制限があるほ
か、児童が施設入所等

対　象　者 支　給　額 手　続　先

12121212 　父親のいない家庭や
父親が重度障がい者の
家庭で、１８歳に達す
る日以後の最初の３月
３１日までの間にある
児童、または、２０歳
未満で政令で定める程
度の障がいのある児童
を扶養している母親や
養育者に支給されま
す。
（受給年金や障がい程
度、所得に制限があり
ます。）

福祉課社会児童係

手　当　・　年　金　制　度

項　　目

福祉課障害福祉係

　２０歳未満の日常生
活において常時の介護
を必要とする程度の重
度障がい児に支給され
ます。
（所得制限があるほ
か、障がい児が施設入
所・長期入院している
場合や障害年金等を受
給できる場合は支給さ
れません。）

月額
１４，３８０円

　年４回に分けて支給されます。

　２０歳以上で、２つ
以上の重度障がいを併
せ持つなどのため、日
常生活において常時特
別の介護を必要とする
程度の人に支給されま
す。
（所得制限があるほ
か、本人が施設入所・
長期入院している場合
は支給されません。）

月額
２６，４４０円

　年４回に分けて支給されます。

　年３回に分けて支給されます。

特別障害者特別障害者特別障害者特別障害者
手手手手　　　　　　　　　　　　当当当当

14141414

障害児福祉障害児福祉障害児福祉障害児福祉
手手手手　　　　　　　　　　　　当当当当

15151515

か、児童が施設入所等
している場合や障害年
金等を受給できる場合
は支給されません。）

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

　◎　役場福祉課社会児童係　　０１５３－５３－３３３３（内線４１１・４１２番）

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

5555



厚生年金加入者は
社会保険事務所

共済年金加入者は
各共済組合

　各年金毎に内容が異なります。

18181818

17171717

　厚生年金、共済年金
などに加入している間
に障がいを持ち、一定
期間以上保険料を納め
ている人

障害厚生障害厚生障害厚生障害厚生
年年年年　　　　　　　　金金金金

・・・・
障害共済障害共済障害共済障害共済
年年年年　　　　　　　　金金金金

町民課保険医療係

項　　目 対　象　者

16161616

手　続　先支　給　額

障害基礎障害基礎障害基礎障害基礎
年年年年　　　　　　　　金金金金

　国民年金加入中に障
がいを持った人、年金
受給者で６０歳以上６
５歳未満の間に障がい
を持った人で一定期間
以上保険料を納めてい
る人
※２０歳前に障がいを
持った場合は、２０歳
になった日から支給さ
れます。
（障がい程度や所得に
制限があります。）

年額
●１級　　９９０，１００円
●２級　　７９２，１００円

※年金の等級は、障害者手帳の等
級とは異なります。

　　　　　　　　　　　　　　　０１５４－４３－９２５１（直通）

　　　　　　　　　　　　　　　０１５４－２２－０１１１

　◎　釧路保健福祉事務所（釧路支庁内）地域福祉係

　　　　　　　　　　　　　　　（釧路市浦見２丁目２番５４号）

心身障害者心身障害者心身障害者心身障害者
扶養共済扶養共済扶養共済扶養共済

　◎　釧路社会保険事務所　　　（釧路市栄町９－９）

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

　◎　役場町民課保険医療係　　０１５３－５２－３１３１（内線１１７～１２０番）

　一定の基準以上の障
がいのある人を扶養し
ている６５歳未満の人
が加入できます。
（重病を患っている場
合は加入できない場合
があります。）

　加入者が毎月一定額の「掛金」
を払い込み、加入者が亡くなられ
たり重度の障がい者となった場合
に、残された障がい者に対し一生
涯年金を支給します。
　支給額は、一口につき月額２万
円です。
（掛金は、加入者の年齢により異
なります。）

釧路保健福祉事務所
（釧路支庁）
地域福祉係

18181818

6666



補 装 具 ・ 日 常 生 活 用 具 に つ い て

　既に購入したものについては適用になりませんので、必ず購入前に相談・申請を行っ
てください。
　また、介護認定を受けている人は、用具によっては介護保険制度が優先されます。
　なお、治療のための用具は該当になりません。

対　象　者 用　具　種　目 手　続　先項　　目

19191919 　それぞれの用具種目
に該当する身体障害者
手帳を持っている人が
対象となりますが、そ
れぞれの用具ごとに支
給要件がありますの
で、一度ご相談くださ
い。

　利用者負担額は、原
則として用具価格の１
割負担ですが、所得等
の状況により負担上限
額が設けられます。
　また、それぞれの用
具に定められている基

○肢体不自由者
　義手、義足、上肢・下肢等装
具、座位保持装置、車いす、電動
車いす、歩行器、歩行補助杖

○視覚障がい者
　盲人安全杖、義眼、眼鏡

○聴覚障がい者
　補聴器

○重度重複障がい者
　重度障害者用意思伝達装置

○障がい児

補装具費補装具費補装具費補装具費
の の の の 支 給支 給支 給支 給

○肢体不自由者
　特殊寝台、特殊マット、入浴担
架、入浴補助用具、体位変換器、
住宅改修等

○視覚障がい者
　拡大読書器、点字器、点字タイ
プライター、点字図書等

○聴覚障がい者
　屋内信号装置等

○呼吸器機能障がい者
　電気式たん吸引器、ネブライ
ザー等

○直腸・膀胱機能障がい者
　ストマ用装具等

○知的障がい者
　頭部保護帽、特殊便器等

○その他
　火災警報器、自動消火器等

日常生活日常生活日常生活日常生活
用具給付用具給付用具給付用具給付 福祉課障害福祉係

20202020

　それぞれの用具種目
に該当する各障害者手
帳を持っている人が対
象となりますが、それ
ぞれの用具ごとに給付
要件がありますので、
一度ご相談ください。

　利用者負担額は、原
則として用具価格の１
割負担ですが、所得等
の状況により負担上限
額が設けられます。
　また、それぞれの用
具に定められている基
準額を超える額につい
ても自己負担となりま
す。

具に定められている基
準額を超える額につい
ても自己負担となりま
す。

○障がい児
　座位保持いす、起立保持具、頭
部保持具、排便補助具

7777



交 通 機 関 の 割 引 ・ 助 成 制 度

項　　目 手　続　先対　象　者 内　　　容

22222222

◎介護人が同行する場合航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃

　ＪＲの乗車券を取
り扱っている窓口
に、身体障害者手帳
または療育手帳を提
示し購入してくださ
い。

※割引される乗車券
は、普通乗車券、定
期券、回数券、急行
券（特急券を除く）
です。

21212121

ＪＲＪＲＪＲＪＲ運賃運賃運賃運賃
割割割割　　　　　　　　引引引引

◎介護人が同行する場合
・第１種の身体障害者手帳
　または療育手帳所持者と
　その介護人（１人）
・１２歳未満の第２種の身
　体障害者手帳または療育
　手帳所持者で、定期券を
　利用する場合には、その
　介護人（１人）も割引さ
　れます。

◎単独で乗車する場合
　身体障害者手帳または療
育手帳所持者

　割引率　５割

　介護人については、障がい
者本人が購入する乗車券の種
類と同一と場合に割引されま
す。

　割引率　５割

　ただし、片道１００ｋｍを
超える場合のみ割引になりま
す。

　航空券を取り扱っ
ている窓口に、身体
障害者手帳または療
育手帳を提示し購入
してください。

◎単独で搭乗する場合
　１２歳以上の身体障害者
手帳または療育手帳所持者

◎介護人が同行する場合
　第１種の身体障害者手帳
または療育手帳所持者とそ
の介護人（１人）

◎介護人が同行する場合
　１２歳以上の第１種の身
体障害者手帳または療育手
帳所持者とその介護人（１
人）

航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃
割割割割　　　　　　　　引引引引

　割引率　５割

　精神障害者保健福祉手帳所
持者に対する割引は、行って
いないバス会社もあります。
　詳しくは、ご利用されるバ
ス会社にお問い合わせくださ
い。

※くしろバスについては精神
障がい者についても割引を
行っています。

　料金支払時または
定期券購入時に身体
障害者手帳、療育手
帳または精神障害者
保健福祉手帳を提示
してください。

バスバスバスバス運賃運賃運賃運賃
割割割割　　　　　　　　引引引引

◎単独で乗車する場合
　身体障害者手帳、療育手
帳または精神障害者保健福
祉手帳所持者

　割引率は、各航空会社及び
路線により異なります。
　詳しくは、ご利用される航
空会社にお問い合わせくださ
い。

※割引を受けることができる
のは、国内に本社のある航空
会社の国内線のみです。

23232323

8888



項　　目 対　象　者 内　　　容 手　続　先

　乗車時に身体障害
者手帳または療育手
帳を提示してくださ
い。

タクシータクシータクシータクシー
運賃割引運賃割引運賃割引運賃割引

24242424

　身体障害者手帳または療
育手帳所持者

　割引率　１割

◎本人が運転する場合
　身体障害者手帳所持者

　割引率　５割

　ＥＴＣノンストップ走行に
ついても割引されます。

※車種によっては、割引対象
外となる場合もあります。
（業務用車、レンタカー等は
対象外）

　割引を受けるに
は、事前に申請して
障害者手帳に証明を
受ける必要がありま
すので、必ず利用さ
れる前に、福祉課障
害福祉係にお越しく
ださい。

25252525
◎介護人が運転する場合
　第１種の身体障害者手帳
または療育手帳所持者を乗
せて運転する介護人

有料道路有料道路有料道路有料道路
料金割引料金割引料金割引料金割引

26262626
次のいずれかに該当する人

・身体障害者手帳１、２級
　所持者
・療育手帳所持者

　さくらハイヤーでのみ使用
できるタクシー運賃補助券を
交付します。
（年間６，０００円分で毎年

重度心身重度心身重度心身重度心身
障害者等障害者等障害者等障害者等

交通費助成交通費助成交通費助成交通費助成

　町外の施設・学校などに
入所している障がい児とそ
の保護者

29292929

　障害福祉サービス事業所
や地域活動支援センターな
どに通所している精神障が
い者

　施設などに通所する場合
に、自宅からの距離・回数に
応じて交通費の一部を助成し
ます。

精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者
通所交通費通所交通費通所交通費通所交通費
助助助助　　　　　　　　　　　　成成成成

・療育手帳所持者
・精神障害者保健福祉手帳
　所持者

（年間６，０００円分で毎年
３月末まで有効）

福祉課障害福祉係

　入所している施設・学校な
どから一時帰省する場合に、
自宅までの距離に応じて交通
費・宿泊費を助成します。

心身障害児心身障害児心身障害児心身障害児
帰省旅費帰省旅費帰省旅費帰省旅費
助助助助　　　　　　　　成成成成

28282828

　釧路市わかば整肢園また
は釧路市こばと学園に通園
している障がい児とその保
護者

　施設に通園する場合に、自
宅からの距離・回数に応じて
交通費の一部を助成します。

心身障害児心身障害児心身障害児心身障害児
通園交通費通園交通費通園交通費通園交通費
助助助助　　　　　　　　　　　　成成成成

27272727
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障　害　福　祉　サ　ー　ビ　ス

◆◆◆◆障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスのサービスのサービスのサービスの種類種類種類種類・・・・利用手続利用手続利用手続利用手続きなどについてきなどについてきなどについてきなどについて

①介護給付
　日常生活を営むうえで、介護が必要な人に対して支援を行うもので、次のサービスが
あります。
【【【【居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護・・・・重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護・・・・行動援護行動援護行動援護行動援護・・・・重度障害者等包括支援重度障害者等包括支援重度障害者等包括支援重度障害者等包括支援・・・・生活介護生活介護生活介護生活介護・・・・療養介療養介療養介療養介
護護護護・・・・児童児童児童児童デイサービス・デイサービス・デイサービス・デイサービス・短期入所短期入所短期入所短期入所・ケアホーム・・ケアホーム・・ケアホーム・・ケアホーム・施設入所支援施設入所支援施設入所支援施設入所支援】】】】

②訓練等給付
　自立した生活を営むための訓練や就職につながる支援を行うもので、次のサービスが
あります。
【【【【自立訓練自立訓練自立訓練自立訓練・・・・就労移行支援就労移行支援就労移行支援就労移行支援・・・・就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援・グループホーム・グループホーム・グループホーム・グループホーム】】】】

　　　　全全全全てのサービスのてのサービスのてのサービスのてのサービスの申請申請申請申請・・・・相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口はははは、、、、福祉課障害福祉係福祉課障害福祉係福祉課障害福祉係福祉課障害福祉係になりますになりますになりますになります。。。。
　申請後、職員が自宅や施設に訪問し、認定調査を行います。
　「介護給付」については、認定調査と併せて主治医等による医師意見書により勘案す
べき事項を踏まえ、厚岸町障害程度区分等審査会で審査判定を行い、その結果により障
害程度区分が決定されます。
　障害程度区分は、区分１（軽度）から区分６（重度）に区分され、非該当となったり
区分によっては、一部利用できないサービスもあります。
※児童には、障害程度区分は設定されません。

　利用者負担については、原則として利用したサービス費用の１割負担となりますが、
市町村民税の課税状況、収入額、預貯金額等の状況により、負担額が大きくならないよ
うに１ヵ月あたりの負担上限額が設けられます。

　自宅にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食
事などの介護、調理、掃除、買い物などの家事の援
助、通院の介助などを行います。

居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護
（（（（ホームヘルプホームヘルプホームヘルプホームヘルプ））））

30303030

　障害程度区分１以
上の人

内　　　　容対　象　者項　　目

32323232
　障害程度区分３以
上で、自己判断能力
が制限されている人

　行動するときに、危険を回避するために必要な支
援、外出支援を行います。

行動援護行動援護行動援護行動援護

31313131
　障害程度区分４以
上で、常に介護を必
要とする重度の肢体
不自由者

　自宅にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食
事などの介護、外出時における移動支援などを総合
的に行います。

重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護重度訪問介護

33333333
　障害程度区分６
で、介護の必要性が
とても高い人

　居宅介護などの複数の障害福祉サービスを包括的
に行います。

重度障害者等重度障害者等重度障害者等重度障害者等
包括支援包括支援包括支援包括支援

10101010



療養介護療養介護療養介護療養介護

内　　　　容項　　目

36363636

　障がいや発達に遅
れのある児童

　日常生活での基本的な動作の指導、集団生活への
適応訓練などを行います。

児童児童児童児童デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス

　障害程度区分３以
上（５０歳以上の人
は区分２以上）で、
常に介護を必要とす
る人

　施設への通所により、昼間、入浴、排泄、食事な
どの介護を行うとともに、創作的活動または生産活
動の機会を提供します。

生活介護生活介護生活介護生活介護

35353535
　障害程度区分５以
上で、医療と常時介
護を必要とする人

　医療機関で、機能訓練、療養上の管理、看護、介
護、日常生活のお世話を行います。

　自宅で介護をする人が病気などの理由で介護がで
きない場合などに、一時的に夜間も含め、施設で入
浴、排泄、食事などの介護を行います。

短期入所短期入所短期入所短期入所

38383838
　障害程度区分２以ケアホームケアホームケアホームケアホーム

37373737

　障害程度区分１以
上の人

対　象　者

34343434

　障害程度区分２以
上の知的障がい者及
び精神障がい者

　夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排
泄、食事などの介護を行います。

ケアホームケアホームケアホームケアホーム
（（（（共同生活介護共同生活介護共同生活介護共同生活介護））））

　施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、
食事などの介護を行います。

施設入所支援施設入所支援施設入所支援施設入所支援

40404040
　自立した日常生活、社会生活ができるよう、一定
期間、身体機能、生活能力の向上のために必要な訓
練を行います。

自立訓練自立訓練自立訓練自立訓練
((((機能訓練機能訓練機能訓練機能訓練・・・・生活訓練生活訓練生活訓練生活訓練))))

39393939
　障害程度区分４以
上（５０歳以上の人
は区分３以上）の人

　障がい者
42424242

就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援
（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ型型型型・・・・ＢＢＢＢ型型型型））））

就労移行支援就労移行支援就労移行支援就労移行支援 　一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就
労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練を
行います。

　一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供す
るとともに、知識、能力の向上のために必要な訓練
を行います。

41414141

43434343

　夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常
生活上の援助を行います。

グループホームグループホームグループホームグループホーム
（（（（共同生活援助共同生活援助共同生活援助共同生活援助））））

11111111



45454545 　聴覚、言語機能ま
たは音声機能の障が
いのために意思疎通
を図ることに支障が

　手話通訳者の派遣を行います。
コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション

支援事業支援事業支援事業支援事業

項　　目 対　象　者 内　　　　容

地　域　生　活　支　援　事　業

◆◆◆◆地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業のののの種類種類種類種類・・・・利用手続利用手続利用手続利用手続きなどについてきなどについてきなどについてきなどについて

　障がいのある人の能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができ
るよう、地域の特性や利用者の状況に応じて、安心して暮らすことができるように、地
域生活支援事業として厚岸町では次の事業を行っています。
【相談支援事業・コミュニケーション支援事業・日常生活用具給付等事業・移動支援事
業・地域活動支援センター事業・生活サポート事業・自動車改造費助成事業】

　　　　地域活動支援地域活動支援地域活動支援地域活動支援センターセンターセンターセンター事業以外事業以外事業以外事業以外のサービスののサービスののサービスののサービスの申請申請申請申請・・・・相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口はははは、、、、福祉課障害福祉係福祉課障害福祉係福祉課障害福祉係福祉課障害福祉係
になりますになりますになりますになります。。。。

44444444

　誰でも相談可能
　各種相談、必要な情報の提供、権利擁護などの支
援を行います。

相談支援事業相談支援事業相談支援事業相談支援事業

地域活動支援地域活動支援地域活動支援地域活動支援
センターセンターセンターセンター事業事業事業事業

50505050 　肢体不自由１、２
級の身体障害者手帳
を所持し、就労等に
伴い自らが運転する
自動車を改造する必
要がある人
（所得制限がありま

　本人が所有し、運転する自動車の改造に要する費
用の一部（上限１００，０００円）を助成します。
　助成の対象となる改造は、本人が運転するために
必要な改造（ハンドル、アクセル、ブレーキなど）
のみですので、介護用の改造は対象となりません。
（車いすリフトなど）

自動車改造費自動車改造費自動車改造費自動車改造費
助成事業助成事業助成事業助成事業

生活生活生活生活サポートサポートサポートサポート事業事業事業事業

48484848

　障がい者

47474747 　身体に障がいがあ
り、一般車両での移
動が困難な人

　円滑な外出ができるよう移動を支援します。移動支援事業移動支援事業移動支援事業移動支援事業

　町内の地域活動支援センター（企業組合エーエス
ユー）にて、障害のある人が自由に来て、将来の夢
や希望をかなえるための相談やお手伝いをし、創作
活動を進めています
　利用を希望される場合は、直接、企業組合エーエ
スユーへお問い合わせください。
（０１５３－５２－8155）

46464646 　それぞれの用具種
目に該当する各障害
者手帳を持っている
人

　日常生活用具の給付・貸与を行います。
　詳しくは、７ページをご覧ください。

を図ることに支障が
ある人

日常生活用具日常生活用具日常生活用具日常生活用具
給付等事業給付等事業給付等事業給付等事業

49494949

　障害程度区分が非
該当となった人

　障害程度区分が非該当となり、介護給付の支給決
定を受けることができなかった場合に、自宅にホー
ムヘルパーを派遣し、必要な支援を行います。

（所得制限がありま
す。）

（車いすリフトなど）

12121212



声声声声のののの広報広報広報広報
の の の の 発 行発 行発 行発 行

福祉課障害福祉係
53535353

　身体障害者手帳所持者

　福祉機器（特殊寝台・特殊
浴槽・車いす・歩行器）が急
に必要になったときや短期間
の使用時に用具を貸し出しま
す。

福祉機器福祉機器福祉機器福祉機器
の の の の 貸 与貸 与貸 与貸 与

51515151

54545454

　１８歳以上の身体障害者
手帳所持者

（障がいの程度などにより
制限があります。）

　町の在宅老人デイサービス
センターにおいて、通所によ
る入浴、食事の提供、創作的
活動などのサービスを提供し
ます。
　利用者負担額は、原則とし
て１割負担となります。
　また、食費などの実費負担
もあります。

デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス
のののの利用利用利用利用

手　続　先

52525252

　視覚障がいのある人

　広報あっけし・議会だより
の内容を吹き込んだテープま
たはＣＤを作成し発行しま
す。

そ の 他 の サ ー ビ ス ・ 制 度

項　　目 対　象　者 内　　　容

　電話加入権と電話機を貸与
します。

福祉電話福祉電話福祉電話福祉電話
の の の の 貸 与貸 与貸 与貸 与

保健介護課
健康づくり係

56565656

　身体に障がいがあり、除
雪の労力確保が困難な人

　通路や事故防止のために必
要な場所の除雪・砕氷を行い
ます。

除除除除　　　　　　　　雪雪雪雪
サービスサービスサービスサービス

55555555

54545454
次の全てに該当する人
①電話を所有していない
②世帯の生計中心者が所得
　税非課税
③身体障害者手帳１、２級
　で外出が困難または難聴
　である

　身体障害者手帳の交付を
受けている単身世帯
（所得に応じ、一部自己負
担があります。）

緊急通報緊急通報緊急通報緊急通報
システムシステムシステムシステム

　緊急事態に機敏に行動する
ことが困難な人に緊急通報シ
ステムを設置します。

57575757

　ひとり暮らしの身体障が
い者で、寝具の衛生管理が
困難な人

　寝具の衛生管理のための洗
濯乾燥消毒を行います。

寝具洗濯寝具洗濯寝具洗濯寝具洗濯
乾燥消毒乾燥消毒乾燥消毒乾燥消毒
サービスサービスサービスサービス

　◎　役場保健介護課健康づくり係　　０１５３－５３－３３３３

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内線４０７～４１０・４１５番）

13131313



福祉課障害福祉係

項　　目 対　象　者 内　　　容 手　続　先

58585858

59595959

　身体障害者手帳、療育手
帳または精神障害者保健福
祉手帳のいずれかを所持す
る人がおり、世帯全員が市
町村民税非課税の世帯

　全額免除

次のいずれかに該当する世
帯

・世帯主が視覚障がいまた
　は聴覚障がいによる身体
　障害者手帳所持者
・世帯主が身体障害者手帳
　１、２級所持者
・世帯主が療育手帳「Ａ」
　所持者
・世帯主が精神障害者保健
　福祉手帳１級所持者

　半額免除

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ放送放送放送放送
受信料減免受信料減免受信料減免受信料減免

次のいずれかに該当する人
 
・身体障害者手帳所持者

　●生業費
　　４６０万円以内
　●技能修得費
　　１３０万円以内
　●福祉用具購入費

生活福祉生活福祉生活福祉生活福祉
資金貸付資金貸付資金貸付資金貸付

厚岸町

郵便事業株式会社
釧路支店

（厚岸郵便局）

　◎　ＮＴＴ東日本北海道釧路市店　　０１５４－２１－３２４１

　◎　厚岸町社会福祉協議会　　　　　０１５３－５２－７７５２

 次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳１・２級
・療育手帳「Ａ」（又は１
　・２度）と表記されてる
　人

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

青青青青いいいい鳥郵便鳥郵便鳥郵便鳥郵便
葉書無償葉書無償葉書無償葉書無償

配布配布配布配布

61616161

・身体障害者手帳所持者
・療育手帳所持者
・精神障害者保健福祉手帳

　●福祉用具購入費
　　１２０万円以内
　●自動車購入費
　　２００万円以内
　●住宅資金
　　２５０万円以内　など

厚岸町
社会福祉協議会

ＮＴＴ東日本
北海道釧路支店

60606060 次のいずれかに該当する人

・視覚障がいの身体障害者
　手帳所持者
・１、２級の上肢・体幹・
　乳幼児期以前の非進行性
　の脳病変による運動機能
　障がいの身体障害者手帳
　所持者
・療育手帳所持者
・精神障害者保健福祉手帳
　所持者

　ＮＴＴの番号案内を利用す
る場合に、利用料の免除を受
けられます。
　希望する場合は、事前にＮ
ＴＴに届け出たうえで、番号
案内を利用する際にオペレー
ターに申し出ることになりま
す。

Ｎ Ｔ ＴＮ Ｔ ＴＮ Ｔ ＴＮ Ｔ Ｔ
無料番号無料番号無料番号無料番号
案案案案　　　　　　　　内内内内

　◎　郵便事業株式会社釧路支店　　　０１５４－２４－３５９０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

　普通郵便葉書
・１人につき２０枚
・申し出方法と郵便申請があ
　る。
・受付期間があります。

　◎　郵便事業株式会社釧路支店　　　０１５４－２４－３５９０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

　　　　もしくは（厚岸郵便局）　　　０１５３－５２－３７０１

14141414



内　　　容 手　続　先

駐車禁止駐車禁止駐車禁止駐車禁止
規 制 規 制 規 制 規 制 のののの
適用除外適用除外適用除外適用除外

項　　目 対　象　者

62626262 次のいずれかに該当する人
①次のいずれかの身体障害
　者手帳所持者
 ・視覚障がい１～４級の
　 一部
 ・聴覚障がい２、３級
 ・平衡機能障がい１～５級
 ・上肢障がい１、２級の
 　一部
 ・下肢障がい１～５級
 ・体幹障がい１～５級
 ・乳幼児期以前の非進行性
　 の脳病変による運動機能
　 障がい（上肢機能１、２
　 級　移動機能 １～５
級）
 ・内臓機能障がい１、5級
 ・免疫機能障がい１～３級
②療育手帳「Ａ」所持者
③精神障害者保健福祉手帳
　１級所持者
④小児慢性特定疾患児手帳
　のを受けている「色素性
　乾皮症」の人

　公安委員会が指定する駐車
禁止場所において、適用除外
の指定が受けられ、必要最小
限の駐車をすることができま
す。
　適用除外を受けようとする
場合は、事前に警察署で申請
をする必要があります。

厚岸警察署
交通課

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

　お近くの携帯電話
を取り扱っているお
店で相談・申込みし
てください。

 電話での問い合わせ先
 ▼ＮＴＴドコモ北海道
　 コールセンター
　 0120-800-000
 ▼ａｕお客様センター
 　0077-7-111
 ▼ソフトバンクお客様
　 センター
 　0088-240-157

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの
基本使用料基本使用料基本使用料基本使用料
などのなどのなどのなどの割引割引割引割引

64646464

次のいずれかに該当する人

・身体障害者手帳所持者
・療育手帳所持者
・精神障害者保健福祉手帳
　所持者

　携帯電話の基本使用料など
の割引を受けることができま
す。
　割引の内容は、それぞれの
携帯電話会社によって異なり
ますので、詳しくはお問い合
わせください。

※その他の割引サービスが対
象外となる場合があります。

　乾皮症」の人

　◎　厚岸警察署交通課　　　０１５３－５２－０１１０

　◎　厚岸町選挙管理委員会（役場総務課総務係）

63636363 次のいずれかの身体障害者
手帳所持者
・両下肢、体幹、移動機能
障がい１級若しくは２級
・心臓、腎臓、膀胱、直
腸、小腸の障がい１級若し
くは３級
・免疫機能障がい１～３級

　町の選挙管理委員会から投
票用紙の交付を受け、現存す
る場所で投票の記載をし、郵
送によって投票を行うことが
できます。

厚岸町
選挙管理委員会

(役場総務課総務係)

郵便郵便郵便郵便によるによるによるによる
不在者投票不在者投票不在者投票不在者投票

15151515

　　　　　　　　　　　　　　００１５３－５２－３１３１（内線２１３・２９３番）



各　種　相　談　機　関

　　　　障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある人人人人のののの福祉福祉福祉福祉などについてなどについてなどについてなどについて、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活のことのことのことのこと、、、、将来将来将来将来のののの不安不安不安不安、、、、施設入施設入施設入施設入
所所所所、、、、経済的経済的経済的経済的なことなことなことなこと、、、、就職就職就職就職のことなどさまざまなごのことなどさまざまなごのことなどさまざまなごのことなどさまざまなご相談相談相談相談にににに応応応応じじじじ、、、、必要必要必要必要なななな助言助言助言助言・・・・指導指導指導指導
をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。

●　役場福祉課障害福祉係
　　　０１５３－５３－３３３３
　　　（内線４１３・４１４番）

　障がいのある人に関する制度やサービスについ
てや日常生活のことなど全般的な相談を行ってい
ます。

●　身体障害者相談員
　◇古川　美津郎（住の江１）
　　　０１５３－５２－３０１３

　身体障がいに関する相談を行っています。

　厚岸町が委託している相談支援事業所です。
　障がいのある人やその家族などからの全般的な
相談を行っています。

●　地域生活支援センター・
　　ハート釧路
　　（釧路市白金町２番１４号）
　　　０１５４－３２－７４００

●　知的障害者相談員
　◇小野寺　敏雄（片無去６６６）
　　　０１５３－５７－２４７５

　知的障がいに関する相談を行っています。

　毎月１回、「障害者専門相談窓口」を保健福祉総合センターあみか２１に開設してい
ます。
　この相談窓口は、厚岸町が相談支援事業を委託している地域生活支援センター・ハー
ト釧路から精神保健福祉士などの専門職員が来て、障がいのある人やその家族などから
の相談に応じています。
　また、必要に応じて自宅に訪問して相談を受ける、巡回相談も行っています。
　サービス利用や制度の相談だけではなく、日常生活における不安にも適切に相談を受
けることができます。
　料金は無料ですので、一人で、また、家族だけで不安を抱いていたり、悩まずに、ま
ず一度、ご相談してみませんか？
　日程など、詳しくは福祉課障害福祉係までお問い合わせください。

●　釧路保健所　精神保健福祉係
　　（釧路市花園町８番６号）
　　　０１５４－２２－１２３３

　精神障がい、精神疾患などに関する相談を行っ
ています。

●　釧路公共職業安定所
　　（釧路市富士見３－２－３）
　　　０１５４－４１－１２０１

　障がいのある人の就職に関する相談・職業紹
介・就業指導などを行っています。

●　釧路児童相談所
　　（釧路市豊川町３番１８号）
　　　０１５４－２３－７１４７

　児童の障がいや発達の遅れなどに関する相談を
行っています。
　また、年に数回、厚岸町への巡回相談も実施し
ています。
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